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令和３年度 第２回北杜市環境審議会 会議録 

 
１ 会議名   第２回北杜市環境審議会 
 
 

２ 開催日時  令和３年１０月１２日（火）午前１０時００分～１１時１５分 
 
 

３ 開催場所  北杜市役所 大会議室 
 
 

４ 出席者（敬略称）

出席委員 

浅川一惠、三井茂、田﨑尚弥、八巻美弥子、髙橋勝彦、草野香壽惠、浅川修一、進

藤眞夫、進藤香苗、赤池栄子、長坂正、㓛刀美津子、長尾竹男、大芝一 

欠席委員 

五味正、小松しのぶ、宮川 三哉、冨樫和孝 

事務局 

   環境保全担当         谷畑祐介、谷戸克仁、田中道代 

新エネルギー推進担当      日向武彦 

  会議録署名委員 

   八巻美弥子、髙橋勝彦 

 
５ 議事 

（１）北杜市環境基本条例の改正について（報告） 

（２）第２次北杜市環境基本計画に係る年次報告について 

（３）北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱の改正について 
 
 

６ 公開・非公開の別 

公開 
 
 

７ 傍聴人の数 

０名 

 

 



 

２ 

 

会 議 

 

１ 開会（三井副会長） 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議事 

 

（議長）  それでは議事に入る。議題（１）北杜市環境基本条例の改正について事務局か

ら説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 北杜市環境基本条例の改正について説明。 

 

（議長）  この件について、質問意見などあるか。ないようなので、議題（２）第２次北

杜市環境基本計画に係る年次報告について事務局から説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 第２次北杜市環境基本計画に係る年次報告について説明。 

 

（議長）  この件について、質問意見などあるか。 

 

（委員）  資料２－２の市内河川調査のＣОＤ値について、令和元年度が９７％、令和２

年度が６１．１％になっているが、これは市内河川の水質汚染が進んでいると考

えてよいのか。 

 

（事務局） 今までの平均であれば、６０～７０％で推移しているが、令和元年度だけ９

７％と特出な結果となった。このような結果になった理由として、１つ目に、令

和元年度は入札により今まで調査していた業者ではなく別の業者が調査したこ

と、２つ目に、令和２年度について、通常であれば７月下旬に調査をする時期が、

台風の影響で２週間遅れ、お盆前の川遊びが多い時期となり水質に若干影響が

あったことが考えられる。 

 

（委員）  同じ項目について、目標に対する評価が▲ではなく×ではないか。そのあたり、

しっかり評価しなければならない。また、河川の水質を改善することが目的なの

か、それとも毎年監視をすることが目的なのか、そこを決めなければならない。

おそらくこれについては目標となっているため、改善することが目的と思われ

る。それであれば、きちんと分析しなければならない。どこの河川が悪くなった



 

３ 

 

のか、また長期傾向についても分析すべきである。この資料だけでは数値が悪く

なった理由がわからない。状況を書くだけではなく、きちんと評価分析をするべ

きである。 

 

（議長）  業者が変わったということだが、どこの業者になったのか。 

 

（事務局） 令和元年度は中央環境理研㈱という業者である。入札で業者を決めるべきか、

同じ業者に継続して調査してもらうべきか迷うところである。 

 

（議長）  データをホームページに公表するため、数字を並べるだけでなく、確固たる理

由を業者へ確認し明確にすべきである。 

 

（事務局） 業者の選定については、頂いた意見を基に信頼する業者を選定していきたいと

思う。また、先ほどの目的については、委員と同じく改善することが目的だと考

えている。改善するためには市の努力だけでなく、市の来訪者も含めすべての方

の協力が必要であり、公表することによって、「皆で目標数値に近づけるよう努

力していきましょう」という呼びかけを行いながら、意見にもあった原因の調査

について、専門機関の意見を頂き改善していけたらと思う。 

 

（委員）  プラスチック類について、汚れがひどい物については可燃ごみでよいか。 

 

（事務局） 汚れやにおいがひどいものについては、きれいにするとなると相当な量の水を

使うため、可燃ごみでお願いしたい。 

 

（議長）  この件について、他に質問意見などあるか。ないようなので、議題（３）北杜

市再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱の改正について事務局から説

明をお願いしたい。 

 

（事務局） 北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱の改正について説明。 

 

（議長）  この件について、質問意見などあるか。 

 

（委員）  前の議題で、ＣＯ２削減量の目標数値が６００ｔとなっているが、６００ｔと

いうのがどれくらいなのか市民にとってはわかりにくいと思う。市の総排出量

がどれくらいでその何％になるのかなど、市民にわかりやすく伝わるよう、特に

子ども達にわかるような表現にし、みんなが取り組みやすいようにしたほうが



 

４ 

 

よいと思う。お金に換算するとわかりやすくなる。 

 

（事務局） 指摘していただいたように、お金に換算するなどしてわかりやすくしていきた

い。また、話は少しずれるが、例えばごみの量を削減することでも二酸化炭素排

出量を削減することができるので、このように市民が身近に取り組めるものを

考えたい。 

 

（議長）  ゼロカーボンシティ宣言をしたので、市民や事業者とともに目標に向かって取

り組めるようお願いしたい。 

 

（委員）  （１）の議題の時に言えばよかったが、資料１－１の条例の第１条は、市民及

び北杜市を訪れる全ての「人」となっているが、新旧対照表では市民及び北杜市

を訪れる全ての「者」となっている。これには何か意味があるのか。 

 

（事務局） 「者」を使用するのが一般的であるため、新旧対照表が正しい。資料１－１の

「人」を「者」に修正したものを再度送付する。 

 

（委員）  「人」という字を「者」に変えるということでよいか。 

 

（事務局） そのとおりである。 

 

（委員）  法律や条例の中では「人」ではなく「者」を使うという考えでよいか。 

 

（事務局） そのとおりである。 

 

（委員）  議会ではそのままの状態で議決されたのか。 

 

（事務局） 修正されたものが議決されている。資料が議決前の古いものになっていた。

申し訳ない。 

 

（議長）  この件について、他に意見質問などあるか。ないようなので、（４）その他、

事務局から何かあるか。 



 

５ 

 

（事務局） 食品ロス削減月間について、一般廃棄物処理基本計画の進捗状況について、

北杜市子ども環境フェスタの開催について事務局より説明。 

 

（議長）  この件について、質問意見などあるか。 

 

（議長）  資料２－１の最後のページに市内事業者にも緑のカーテンの啓発ポスター

を配布と記載されているが、子ども環境フェスタにおいて、今年、環境省の環

境カウンセラーがウェブでぶどうを使った緑のカーテンの作り方を動画で配

信する予定である。ポスターの配布だけでなく、こういった方法でも事業者に

啓発できたらと思う。委員のみなさんもぜひ見ていただきたい。 

 

（議長）  その他に何かあるか。 

 

（委員）  北杜市再生エネルギーマスタープランについて、進捗状況を教えていただき

たい。 

 

（事務局） 現在、マスタープランに基づき、各事業者と協議をしているところである。

令和４年度については、可能性調査を国庫補助を活用しながら進めていきた

いと思っている。現時点では、水力発電や公共施設に設置した再生可能エネル

ギーの活用方法を検証しており、北杜市としてどういう取り組みが一番いい

のか、維持管理を含め各事業者から提案を受けることとなっており、１０月下

旬には提案が提出され、その後、部内で内容を精査した上で、市長へ報告を考

えている。以上が進捗状況である。 

 

（委員）  ２０５０年までにゼロカーボンシティを北杜市で実現すると宣言をしたと

ころであるが、それに基づき北杜市環境基本計画も作り直さなければならな

いと思う。この計画を新たに作る予定はあるのか。 



 

６ 

 

（議長）  戦略を別に作るのか。 

 

（事務局） 北杜市環境基本計画については、来年中間見直しの年になっているため、２

０５０年の目標に向けてそれに合わせた数値を来年の環境審議会で審議して

いただきながら作っていきたいと思っている。 

 

（委員）  ３０・１０運動の家庭編のチラシについては全戸に配布されているのか。 

 

（事務局） ３０・１０運動については基本は宴会での取り組みだが、コロナ禍により宴

会が開けないため、家庭編ということで今年の３月くらいに市のホームペー

ジで公開した。スーパーでもチラシを配布し３０・１０運動の取り組みを呼び

かけ、併せて商品を手前から取る「てまえどり」についても呼びかけをした。

また、今月の広報にも掲載をしたところである。市のホームページには使い切

りレシピやリユースレシピを掲載しているので、見ていただければと思う。 

 

（委員）  ホームページと説明していたが、北杜市は高齢化が進んでおり、パソコンを

持っている人が少なく、ホームページを見る人がどれくらいいるのか疑問に

思う。 

 

（議長）  スマホを持っている高齢者もおり、ホームページを見れる方もいると思う

が、全員が持っているとは限らないので、すべての人を取り残さないという意

味では正しい意見だと思う。 

 

（事務局） すべての方に協力してもらえるよう広報活動を進めていきたいと思う。 

 

（委員）  以前は、商品を奥から取っていたが、この審議会のおかげで手前からとるよ

うになった。 



 

７ 

 

（委員）  奥から取るのは消費者としては当然の心理である。したがって、古い日付の

ものが無くなったら新しい商品を置くように、行政から店舗などに要請する

ことはできないか。 

 

（議長）  それは行政ではできないが、消費者が努力してほしいことだと思う。 

 

（事務局） てまえどりの呼びかけはできる。 

 

（議長）  人間の心理として期限が長いものを購入してしまうが、これを機に改めるよ

うお願いしたい。 

 

（議長）  他に何かあるか。ないようなので、以上で議事を終了する。 

 

 

８ 閉会（三井副会長） 

 

会議終了  午前１１時１５分 

 

以上、令和３年度第２回北杜市環境審議会の内容を記載し、その内容に相違ないこ

とを証するため、ここに署名する。 
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